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   三木市電話相談一覧ポスターの掲示について(依頼） 

 

 青葉の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

日頃より三木市の広報広聴活動事業にご理解ご協力を賜

り厚く御礼申しあげます。 

このたび、電話相談窓口を市民の皆様により一層知ってい

ただくために作成したポスター「三木市電話相談一覧」を更

新いたしました。 

 つきましては、ご多用中お手数をお掛けし大変恐縮ですが、

別添のポスターを貴地区集会所や掲示板等にご掲示の上、周

知を図っていただきますようご配慮をお願いいたします。 

 

 

記 

 

・送付物 

三木市電話相談一覧ポスター…ポスター掲示部数×２部 

（1 部は日焼けや風雨による破損に備え、予備としてお渡 

しします。） 
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三木市電話相談一覧三木市電話相談一覧
ひと り で悩まずご相談く ださ い。　 相談日が休日と 重なる と き は休みの場合があり ます。ひと り で悩まずご相談く ださ い。　 相談日が休日と 重なる と き は休みの場合があり ます。

相談項目 相談内容 電話番号
相談日時

8 月3 1 日㈪まで8 月3 1 日㈪まで 9 月1 日㈫から9 月1 日㈫から

空き 家相談
空き家の管理・ 利活用に関する相談、

近隣の空き 家ト ラ ブルなど

生活安全課 空き 家相談窓口

8 2 -2 0 0 0

月～金曜

8 時3 0 分～

1 7 時

月～金曜

9 時～

1 6 時3 0 分

人権相談
同和問題、多様な性、障がい者差別

などさ まざまな人権に関するこ と

総合隣保館　

8 2 -8 3 8 8

外
がいこ く じ んじ ゅう みんそう だん

国人住民相談
生
せいかつ

活の中
なか

の困
こ ま

っ たこ と 、知
し

り たい

こ と

市
し みん き ょ う ど う か

民協働課　

0 7 9 4 -8 9 -2 3 1 5

障がい者福祉相談
障がいのある方やその家族の悩みご
と や困り ごと 、障がい者の虐待の相
談、通報など

障がい福祉課

8 2 -2 0 0 0

高齢者虐待相談
高齢者虐待についての相談、通告

など

中央地域包括支援センタ ー  

 8 9 -2 3 37
吉川サブセンタ ー 

 7 2 -2 2 2 2
西部サブセンタ ー  

 8 3 -0 1 6 0
介護・ 認知症の相談

介護やダブルケア(介護と 子育ての

両立)、認知症など

Ｄ Ｖ 相談
配偶者や交際相手から の言葉に
よる暴力や身体的・ 精神的・ 性的・
経済的な暴力など

D V相談室　

8 2 -8 3 0 0

月～金曜

9 時～1 7 時

子ども いじ め相談
小・ 中学生を 対象と し た、いじ めに

関するこ と

子ども いじ め防止センタ ー

8 2 -8 1 1 0

児童虐待相談 児童虐待についての相談、通告など
こ ども 福祉課　

8 3 -2 2 6 6

子育て総合相談
妊娠・ 出産・ 健康・ 発達の相談、子育

ての不安や悩みなど

こ ども サポート センタ ー

8 2 -9 9 1 0

こ こ ろの相談窓口 う つや自殺予防のための相談など

健康増進課　

8 9 -2 4 7 1
（ 時間外は他の窓口を紹介）

月・ 火・ 木・ 金

9 時～1 7 時

月・ 火・ 木・ 金

9時～16時30分

青少年悩みの相談
不登校、親子関係、友人関係などに

おける心の面に関するこ と

教育センタ ー　

8 2 -8 6 8 6 月～金曜

9 時～1 6 時
あんし ん教育相談

支援が必要な児童・ 生徒に関する

こ と

教育センタ ー　

8 3 -2 0 2 0

市民ふく し 相談 日常生活上の悩みや困り ごと など

三木市社会福祉協議会

（ 相談時間中のみ開設）　

① 8 6 -7 5 7 5

② 7 2 -2 9 4 0

①第2・ 3 水曜、第4 土曜　

　 1 0 時～1 5 時

②第1 月曜 1 3 時3 0 分～1 6 時

消費生活相談
商品や契約に関するト ラ ブル、多重

債務など

三木市消費生活センタ ー　

8 2 -2 0 0 0
月・ 火・ 木・ 金曜（ 第2 木曜除く ）

9時～12時、12時4 5分～16時

女性のための相談
離婚問題、夫婦、家族、友人、職場
の人間関係、子育てや介護、心や体、
生き 方など

男女共同参画センタ ー　

8 9 -2 3 5 4

火曜： 1 0 時～1 2 時

木曜： 1 3 時～1 6 時
相談日時等が変更になる場合があり ます

救急医療相談・

医療機関案内ダイ ヤル

救急車を呼んだ方がよいか、今すぐ
病院に行っ た方がよいか判断に迷っ
たと き の救急相談

救急安心センタ ーひょ う ご　

＃7 1 1 9
2 4 時間年中無休
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